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第第第第 1111 章章章章    基本的基本的基本的基本的なななな人権問題人権問題人権問題人権問題にににに関関関関するするするする意識意識意識意識のののの状況状況状況状況    

 

1-1 主要な個別の人権問題に関する基本的な意識の状況 

 主要な個人の人権問題に関する基本的な意識の状況についてたずねたところ、「問題あり」と「どち

らかといえば問題あり」と答えた人の合計の割合は、『（10）親の世話や介護は、女性の役割だと考え

ること』が 87.2％ともっとも高く、次いで『（６）犯罪被害者やその家族の氏名や住所を、本人の了解な

しに報道すること』が 87.0％、『（４）障がい者であることを理由に、マンションなど住宅の入居を拒否

すること』が 81.3％となっている。 

 一方で、「問題なし」と「どちらかといえば問題なし」と答えた人の合計の割合は、『（12）教師が子ど

もの指導のために、ときには体罰を加えることも必要だと考えること』が 57.0％ともっとも高く、次いで

『（11）保護者が子どものしつけのために、ときには体罰を加えることも必要だと考えること』が 56.１％、

問１ あなたは、次の（１）～（12）のことがらについて、人権上どの程度問題があると思いますか。 

すべてのことがらについて、あなたのお考えにもっとも近いものをお答えください。（それぞれ１つに

○） 

    

【表 1-1 主要な個別の人権問題に関する基本的な意識の状況】 

（上段：％、下段：人） 

回
答
者
数

問
題
あ
り
／
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
問
題
あ
り

問
題
な
し
／
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

 100.0 74.8 18.5    6.8
   903 675 167     61
 100.0 56.3 37.2    6.5
   903 508 336     59
 100.0 72.3 20.8    6.9
   903 653 188     62
 100.0 81.3 12.2    6.5
   903 734 110     59
 100.0 57.8 34.6    7.6
   903 522 312     69
 100.0 87.0 6.8    6.2
   903 786 61     56
 100.0 69.7 23.6    6.8
   903 629 213     61
 100.0 80.7 12.6    6.6
   903 729 114     60
 100.0 41.0 52.3    6.8
   903 370 472     61
 100.0 87.2 6.4    6.4
   903 787 58     58
 100.0 37.9 56.1    6.0
   903 342 507     54
 100.0 36.8 57.0    6.2
   903 332 515     56

（１）ホテルや旅館がハンセン病回復者などの宿泊を断る
こと
（２）結婚する際に、興信所や探偵業者などを使って相手
の身元調査を行うこと
（３）外国人であることを理由に、マンションなど住宅の
入居を拒否すること
（４）障がい者であることを理由に、マンションなど住宅
の入居を拒否すること
（５）ニートやひきこもりの状態になるのは、本人の責任
が大きいと考えること
（６）犯罪被害者やその家族の氏名や住所を、本人の了解
なしに報道すること
（７）景気の悪化などを理由に、まず外国人労働者から解
雇すること
（８）地域住民が特別養護老人ホームや障がい者施設など
の福祉施設の建設に反対すること
（９）野宿生活者（ホームレス）が生活している公園で
は、子どもを遊ばせないようにすること
（10）親の世話や介護は、女性の役割だと考えること

（11）保護者が子どものしつけのために、ときには体罰を
加えることも必要だと考えること
（12）教師が子どもの指導のために、ときには体罰を加え
ることも必要だと考えること  
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『（９）野宿生活者（ホームレス）が生活している公園では、子どもを遊ばせないようにすること』が

52.3％となっている。 

【表 1-2 性別・年齢別 主要な個別の人権問題に関する基本的な意識の状況】 

（上段：％、下段：人） 

 

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   37.9   36.9   13.3    5.2    6.8  100.0   24.6   31.7   24.8   12.4    6.5

   903    342    333    120     47     61    903    222    286    224    112     59

男性  100.0   39.1   37.3   13.5    4.8    5.3  100.0   28.9   30.2   25.9    9.6    5.3
    394    154    147     53     19     21    394    114    119    102     38     21
女性  100.0   36.8   36.8   13.2    5.7    7.4  100.0   22.2   32.1   23.4   15.1    7.2
    418    154    154     55     24     31    418     93    134     98     63     30
２０歳代  100.0   43.1   34.5   12.1    8.6    1.7  100.0   36.2   25.9   19.0   15.5    3.4
     58     25     20      7      5      1     58     21     15     11      9      2
３０歳代  100.0   37.0   44.4    6.5    3.7    8.3  100.0   25.0   33.3   20.4   13.0    8.3
    108     40     48      7      4      9    108     27     36     22     14      9
４０歳代  100.0   49.6   29.1   14.2    3.1    3.9  100.0   26.8   31.5   32.3    5.5    3.9
    127     63     37     18      4      5    127     34     40     41      7      5
５０歳代  100.0   42.5   41.0    9.7    3.0    3.7  100.0   29.9   33.6   22.4   10.4    3.7
    134     57     55     13      4      5    134     40     45     30     14      5
６０歳代  100.0   34.5   36.5   15.2    6.1    7.6  100.0   23.4   31.0   22.3   15.7    7.6
    197     68     72     30     12     15    197     46     61     44     31     15
７０歳以上  100.0   28.6   37.3   17.8    7.6    8.6  100.0   20.5   30.3   27.6   13.5    8.1
    185     53     69     33     14     16    185     38     56     51     25     15

（２）結婚する際に、興信所や探偵業者などを使っ
て相手の身元調査を行うこと

性
別

年
齢

問１－（１）ホテルや旅館がハンセン病回復者など
の宿泊を断ること

 

 

 

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   33.9   38.4   15.0    5.9    6.9  100.0   50.6   30.7    8.5    3.7    6.5

   903    306    347    135     53     62    903    457    277     77     33     59

男性  100.0   35.0   40.6   14.5    4.8    5.1  100.0   54.1   32.7    5.8    2.3    5.1
    394    138    160     57     19     20    394    213    129     23      9     20
女性  100.0   33.5   36.1   15.8    6.9    7.7  100.0   45.9   30.1   11.2    5.3    7.4
    418    140    151     66     29     32    418    192    126     47     22     31
２０歳代  100.0   58.6   25.9    6.9    6.9    1.7  100.0   62.1   25.9    6.9    3.4    1.7
     58     34     15      4      4      1     58     36     15      4      2      1
３０歳代  100.0   42.6   29.6   16.7    2.8    8.3  100.0   59.3   21.3    9.3    1.9    8.3
    108     46     32     18      3      9    108     64     23     10      2      9
４０歳代  100.0   35.4   45.7    9.4    5.5    3.9  100.0   58.3   29.9    4.7    3.1    3.9
    127     45     58     12      7      5    127     74     38      6      4      5
５０歳代  100.0   28.4   49.3   15.7    3.0    3.7  100.0   41.8   43.3    7.5    3.0    4.5
    134     38     66     21      4      5    134     56     58     10      4      6
６０歳代  100.0   25.9   42.1   16.2    7.6    8.1  100.0   46.2   34.0    8.1    4.1    7.6
    197     51     83     32     15     16    197     91     67     16      8     15
７０歳以上  100.0   34.1   30.3   19.5    7.6    8.6  100.0   44.3   29.2   13.0    5.9    7.6
    185     63     56     36     14     16    185     82     54     24     11     14

性
別

年
齢

（４）障がい者であることを理由に、マンションな
ど住宅の入居を拒否すること

（３）外国人であることを理由に、マンションなど
住宅の入居を拒否すること
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回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   19.9   37.9   22.8   11.7    7.6  100.0   71.9   15.2    3.5    3.2    6.2

   903    180    342    206    106     69    903    649    137     32     29     56

男性  100.0   18.8   36.3   25.6   13.5    5.8  100.0   72.8   14.2    4.3    3.8    4.8
    394     74    143    101     53     23    394    287     56     17     15     19
女性  100.0   20.6   39.7   20.8   10.5    8.4  100.0   71.1   16.0    2.6    3.1    7.2
    418     86    166     87     44     35    418    297     67     11     13     30
２０歳代  100.0   24.1   31.0   22.4   20.7    1.7  100.0   75.9   13.8    3.4    5.2    1.7
     58     14     18     13     12      1     58     44      8      2      3      1
３０歳代  100.0   19.4   29.6   26.9   15.7    8.3  100.0   75.0   10.2    3.7    2.8    8.3
    108     21     32     29     17      9    108     81     11      4      3      9
４０歳代  100.0   15.7   44.1   24.4   11.0    4.7  100.0   76.4   11.8    2.4    5.5    3.9
    127     20     56     31     14      6    127     97     15      3      7      5
５０歳代  100.0   14.2   41.8   30.6    9.7    3.7  100.0   73.9   14.9    3.7    3.7    3.7
    134     19     56     41     13      5    134     99     20      5      5      5
６０歳代  100.0   24.9   37.6   19.8    8.6    9.1  100.0   70.1   15.7    3.6    3.0    7.6
    197     49     74     39     17     18    197    138     31      7      6     15
７０歳以上  100.0   19.5   39.5   18.9   12.4    9.7  100.0   66.5   20.5    3.8    2.2    7.0
    185     36     73     35     23     18    185    123     38      7      4     13

性
別

年
齢

（５）ニートやひきこもりの状態になるのは、本人
の責任が大きいと考えること

（６）犯罪被害者やその家族の氏名や住所を、本人
の了解なしに報道すること

 

 

 

回
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者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   29.7   40.0   16.1    7.5    6.8  100.0   47.0   33.8    8.1    4.5    6.6
   903    268    361    145     68     61    903    424    305     73     41     60

男性  100.0   27.4   39.8   20.1    7.1    5.6  100.0   49.7   33.2    8.1    3.3    5.6
    394    108    157     79     28     22    394    196    131     32     13     22
女性  100.0   32.5   40.2   12.0    7.9    7.4  100.0   44.0   34.9    8.1    5.7    7.2
    418    136    168     50     33     31    418    184    146     34     24     30
２０歳代  100.0   34.5   50.0    6.9    6.9    1.7  100.0   41.4   41.4    6.9    8.6    1.7
     58     20     29      4      4      1     58     24     24      4      5      1
３０歳代  100.0   38.0   35.2    9.3    9.3    8.3  100.0   43.5   31.5   13.9    2.8    8.3
    108     41     38     10     10      9    108     47     34     15      3      9
４０歳代  100.0   33.1   39.4   18.9    3.9    4.7  100.0   47.2   38.6    5.5    3.1    5.5
    127     42     50     24      5      6    127     60     49      7      4      7
５０歳代  100.0   29.9   44.0   17.9    4.5    3.7  100.0   44.8   38.8    9.7    3.0    3.7
    134     40     59     24      6      5    134     60     52     13      4      5
６０歳代  100.0   21.8   41.6   18.3   10.2    8.1  100.0   51.8   30.5    6.1    4.6    7.1
    197     43     82     36     20     16    197    102     60     12      9     14
７０歳以上  100.0   30.8   36.2   16.2    8.6    8.1  100.0   46.5   30.8    8.1    6.5    8.1
    185     57     67     30     16     15    185     86     57     15     12     15

性
別

年
齢

（７）景気の悪化などを理由に、まず外国人労働者
から解雇すること

（８）地域住民が特別養護老人ホームや障がい者施
設などの福祉施設の建設に反対すること

 

 



20 

 

 

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   11.5   29.5   29.6   22.7    6.8  100.0   61.7   25.5    4.4    2.0    6.4
   903    104    266    267    205     61    903    557    230     40     18     58

男性  100.0   11.9   28.9   32.2   21.6    5.3  100.0   58.1   31.0    4.1    1.3    5.6
    394     47    114    127     85     21    394    229    122     16      5     22
女性  100.0   10.0   28.2   28.2   25.6    7.9  100.0   64.4   21.5    4.8    2.4    6.9
    418     42    118    118    107     33    418    269     90     20     10     29
２０歳代  100.0   17.2   20.7   29.3   31.0    1.7  100.0   70.7   25.9      -    1.7    1.7
     58     10     12     17     18      1     58     41     15      -      1      1
３０歳代  100.0    8.3   21.3   31.5   29.6    9.3  100.0   62.0   24.1    2.8    2.8    8.3
    108      9     23     34     32     10    108     67     26      3      3      9
４０歳代  100.0    7.9   22.8   34.6   30.7    3.9  100.0   68.5   23.6    2.4    1.6    3.9
    127     10     29     44     39      5    127     87     30      3      2      5
５０歳代  100.0   10.4   29.1   35.8   20.9    3.7  100.0   59.7   29.9    6.0    0.7    3.7
    134     14     39     48     28      5    134     80     40      8      1      5
６０歳代  100.0   10.7   29.4   28.4   22.8    8.6  100.0   58.9   24.9    6.6    1.5    8.1
    197     21     58     56     45     17    197    116     49     13      3     16
７０歳以上  100.0   12.4   38.4   24.9   16.2    8.1  100.0   57.3   27.6    4.9    2.7    7.6
    185     23     71     46     30     15    185    106     51      9      5     14

性
別

年
齢

（10）親の世話や介護は、女性の役割だと考えるこ
と

（９）野宿生活者（ホームレス）が生活している公
園では、子どもを遊ばせないようにすること
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あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
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あ
り

ど
ち
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か
と
い
え
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し
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し

無
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・
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回
答
者
数

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題

な
し

問
題
な
し

無
回
答
・
不
明

  全  体  100.0   14.7   23.1   35.9   20.3    6.0  100.0   14.6   22.1   37.5   19.5    6.2
   903    133    209    324    183     54    903    132    200    339    176     56

男性  100.0   13.7   18.3   40.4   22.8    4.8  100.0   12.4   17.0   41.4   24.1    5.1
    394     54     72    159     90     19    394     49     67    163     95     20
女性  100.0   15.8   27.3   32.3   17.7    6.9  100.0   15.8   28.2   33.7   15.1    7.2
    418     66    114    135     74     29    418     66    118    141     63     30
２０歳代  100.0   15.5   24.1   36.2   22.4    1.7  100.0   17.2   29.3   32.8   19.0    1.7
     58      9     14     21     13      1     58     10     17     19     11      1
３０歳代  100.0   15.7   22.2   34.3   19.4    8.3  100.0   13.0   18.5   39.8   20.4    8.3
    108     17     24     37     21      9    108     14     20     43     22      9
４０歳代  100.0    8.7   21.3   38.6   27.6    3.9  100.0    8.7   27.6   33.9   26.0    3.9
    127     11     27     49     35      5    127     11     35     43     33      5
５０歳代  100.0   12.7   22.4   44.8   16.4    3.7  100.0   12.7   17.2   51.5   14.9    3.7
    134     17     30     60     22      5    134     17     23     69     20      5
６０歳代  100.0   17.8   24.4   31.0   19.3    7.6  100.0   15.2   23.4   35.5   18.3    7.6
    197     35     48     61     38     15    197     30     46     70     36     15
７０歳以上  100.0   15.7   23.2   35.7   18.4    7.0  100.0   17.3   23.8   32.4   18.9    7.6
    185     29     43     66     34     13    185     32     44     60     35     14

性
別

年
齢

（12）教師が子どもの指導のために、ときには体罰
を加えることも必要だと考えること

（11）保護者が子どものしつけのために、ときには
体罰を加えることも必要だと考えること

 

 

 

 

 

 




